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 次に掲げる貨物であつて、
 経済産業省令で定める仕様のもの
 ４－（１６）ロケット若しくは無人航空機に使用す
 　　　　　ることができる装置であつて、
 　　　　　次に掲げるもの若しくはその部分品
 　　　　　又はこれらの製造用の装置若しくは
 　　　　　工具、試験装置、校正装置、
 　　　　　心合わせ装置若しくはこれらの部分品
 　　　　　１　加速度計
 　　　　　２　ジャイロスコープ
 　　　　　３　１又は２に掲げる貨物を用いた装置
 　　　　　４　航法装置

 ［省令］第３条　輸出令別表第１の４の項の  該　当○

 　　　　　　　経済産業省令で定める仕様のものは、  非該当×

 　　　　　　　次のいずれかに該当するものとする。  対象外－

 十七　加速度計若しくはジャイロスコープ  【　】

 　　若しくはこれらを用いた装置

　　 若しくは航法装置であって、

 　　次のいずれかに該当するもの

 　　（ロケット又は無人航空機に使用することができるもの

 　　に限る。）

 　　又はこれらの部分品

 イ　５００キログラム以上のペイロードを  [  ]  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　３００キロメートル以上運搬することができるロケット

 　又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　ジャイロスタビライザー

 　又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの

 ロ　ジャイロ天測航法装置  [  ]

 　又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置

 　若しくは針路を測定することができる装置

 ハ　直線加速度計であって、  [  ]

 　慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように

 　設計したもののうち、スケールファクターの再現性が

 　０．１２５パーセント未満であって、  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　バイアスの再現性が０．０１２２６３メートル  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　毎秒毎秒未満のもの

 　（ペイロードを３００キロメートル以上運搬することができる  数値（　　　　　　　    　　　　　）

  　ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

 ニ　ジャイロスコープであって、  [  ]

 　９．８１メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態における

 　ドリフトレートの安定性が

 　１時間につき０．５度未満のもの  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　（ペイロードを３００キロメートル以上運搬することができる  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　ロケット又は無人航空機に使用することができる

 　ものに限る。）

 ホ　加速度計又はジャイロスコープであって、  [  ]

 　９８１メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用する  数値（　　　　　　　    　　　　　）

 　ことができるように設計したもの

 へ　ハ若しくはホに該当する加速度計  [  ]

 　又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを

 　用いた装置
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